
宮 崎 県 公 報

宮崎県告示第 337号

森林法（昭和26年法律第 249号）第26条の２第２項の規定により、

次のとおり民有林の保安林の指定を解除する。

平成20年５月８日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 解除に係る民有林の保安林の所在場所

東臼杵郡門川町大字門川尾末字由良ノ口 10256−３ 10257−

２（次の図に示す部分に限る。）

２ 民有林の保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

３ 解除の理由 道路用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県環境森林部自然環境

課及び東臼杵農林振興局並びに門川町役場に備え置いて縦覧に供す

る。）

宮崎県告示第 338号

公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第２条第２項の規定によ

り、次のとおり公有水面埋立ての免許の出願があった。

なお、関係書類は、平成20年５月８日から３週間、宮崎県農政水

産部漁港漁場整備課、北部港湾事務所において公衆の縦覧に供する。

平成20年５月８日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 出願の日

平成20年４月21日

２ 出願人の名称及び住所並びに代表者の氏名及び住所

宮崎県

宮崎県宮崎市橘通東２丁目10番１号

宮崎県知事 東国原英夫

宮崎県宮崎市広島１丁目７番21号

３ 埋立区域

茨 位置

宮崎県延岡市北浦町市振 556番19、 556番21、 556番26、 5

56番28の地先公有水面

芋 区域

次の各地点を順次に結んだ線及び臼の地点と姥の地点とを結

んだ線により囲まれた区域（地点の位置は別表１のとおり）。

鰯 面積

122.26愛

４ 埋立てに関する工事の施行区域

茨 位置

宮崎県延岡市北浦町市振 556番19、 556番21、 556番23、 5

56番26、 556番28の地内並びに 556番19、 556番21、 556番26、

556番28の地先公有水面

芋 区域

次の各地点を順次に結んだ線及び研の地点と県の地点とを結

んだ線により囲まれた区域（地点の位置は別表２のとおり）

鰯 面積

31,069.99愛

５ 埋立地の用途

漁港施設用地

別表１

別表２
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地 点 の 位 置地点

北浦漁港市振防波堤灯台（北緯32度42分13.0秒、

東経 131度49分32.3秒）から

臼の地点

140.15mの地点

50.40mの地点

4.71mの地点

2.00mの地点

4.00mの地点

47.60mの地点

1.50mの地点

100.00mの地点

61度24分39秒

60度38分45秒

330度38分45秒

60度38分45秒

150度38分45秒

60度38分45秒

150度38分45秒

240度38分45秒

臼の地点から

渦の地点から

嘘の地点から

唄の地点から

欝の地点から

蔚の地点から

鰻の地点から

渦の地点

嘘の地点

唄の地点

欝の地点

蔚の地点

鰻の地点

姥の地点

地 点 の 位 置地点

北浦漁港市振防波堤灯台（北緯32度42分13.0秒、

東経 131度49分32.3秒）から

研の地点

119.13mの地点

260.00mの地点

119.50mの地点

260.00mの地点

０度57分55秒

60度38分45秒

150度38分45秒

240度38分45秒

研の地点から

硯の地点から

絹の地点から

硯の地点

絹の地点

県の地点
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害 2害

毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第 303号）第８条第１項第３

号に規定する毒物劇物取扱者試験（一般毒物劇物取扱者試験、農業

用品目毒物劇物取扱者試験及び特定品目毒物劇物取扱者試験をいう。

）を次のとおり実施する。

平成20年５月８日

宮崎県知事 東国原 英 夫

１ 試験の日時

平成20年８月５日（火曜日）午前10時から正午まで

２ 試験の場所

宮崎市霧島１丁目１番地１

ＪＡ・ＡＺＭ（アズム）ホール

３ 受験願書の受付期間

平成20年６月９日（月曜日）から６月20日（金曜日）まで（土

曜日及び日曜日を除く。）

ただし、郵送の場合は、６月20日付けの消印のあるものまで有

効とする。

４ 受験願書の配布場所

県保健所

５ その他

詳細については、最寄りの県保健所又は宮崎県福祉保健部医療

薬務課（電話0985（26）7060）に問い合わせること。

都市計画法（昭和43年法律第 100号）第29条第１項の規定により

許可した次の開発行為に関する工事は完了した。

平成20年５月８日

宮崎県知事 東国原 英 夫

都市計画法（昭和43年法律第 100号）第29条第１項の規定により

許可した次の開発行為に関する工事は完了した。

平成20年５月８日

宮崎県知事 東国原 英 夫

公公 告告

開発許可を受けた者の

住所及び名称

開発区域又は工区に

含まれる地域の名称

日向市大字日知屋 16293番地14

日向総合建設株式会社

日向市大字日知屋字塩田 162

93番６

開発許可を受けた者の

住所及び名称

開発区域又は工区に

含まれる地域の名称

福岡市博多区博多駅東２丁目10

番１号 第一福岡ビルＳ館４Ｆ

株式会社 コスモス薬品

西都市大字調殿字堀の内1047

番１外３筆
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